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令和 8 年 6 月 20 日 

伊丹市教育委員会事務局 

地域クラブ活動推進課 

 

伊丹市地域クラブ活動スタートアップ支援補助金の留意事項 

 

１ 補助対象団体 

伊丹市登録地域クラブのうち、令和８年度に活動を開始する団体。 

 

２ 申請期間 

各団体申請は 1回にまとめること。数回に分けての申請は不可。 

受付期間 交付予定日 

第１期 令和８年８月１日～３１日 令和８年１０月１３日（火） 

第２期 令和８年９月１日～１１月３１日 令和９年１月１２日（火） 

第３期 令和８年１２月１日～令和９年２月２８日 令和９年４月１２日（月） 

 

３ 補助額 

補助対象経費の４分の３以内の額（1,000円未満の端数切捨て）で、150,000 円を上

限とし、1団体につき 1回。 

計算例： 

補助対象経費 計算式 補助予定額 

50,000 円 50,000×3/4＝37,500 37,000 円 

150,000円 150,000×3/4＝112,500 112,000 円 

200,000円 200,000×3/4＝150,000 150,000円 

250,000円 250,000×3/4＝187,500 150,000円 

→最大２０万円の経費に対し、最大 15 万円を補助。 

 

４ 補助対象経費 

（１） 令和８年４月１日～令和９年２月２８日に支払った次に掲げるもののうち、旅費およ

び飲食費を除きくもの。 

(ア) 活動に必要となる物品の調達に係る費用 

(イ) 指導者の育成・研修に必要な費用 

(ウ) 安全な活動の実現に必要な費用 

(エ) 活用開始後の運営に必要となる費用 

(オ) その他教育委員会が必要と認める費用 
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（２） 具体的な経費の例 

支出科目 内容例※（）内は4（１）のうちどれに該当するかを記載しています 

報償費 （エ）指導者等に対する謝礼 

消耗品費 （ア・エ）ボール・ユニフォーム等個人所有でなくクラブとして

購入したもの（飲食費は対象外） 

（イ）指導に関する書籍 

（ウ）熱中症対策用品、救急バッグ 

印刷製本費 （ア・エ）資料のコピー代、チラシ・パンフレットの印刷代 

通信運搬費 （ア～オ）消耗品等の送料（旅費は対象外） 

修繕料 （エ）学校備品※・クラブ備品の修理代（個人所有物の修理を

除く） 

委託料 （イ）指導者の研修を外部に委託した場合に係る費用 

使用料・賃借料 （エ）備品等を借りる・使用する際にかかった費用 

備品購入費 （ア）楽器・机等大型・高額な備品を個人所有でなくクラブと

して購入したもの 

保険料 （ウ）指導者の保険料等（ただしクラブに登録されている方に

限る） 

広告費 （エ）地域クラブの宣伝を行う場合に係る費用 

負担金 （オ）地域クラブ共同体負担金 

※伊丹市登録地域クラブ活動学校施設使用マニュアルより、学校備品の修理につい

て、経年劣化による修理は学校が対応となるが、地域クラブの関係者による破損等

については地域クラブにて損害賠償をすることとなっている。 

（３） 対象外となる経費 

 旅費（駐車料金含む）、飲食費（食料品購入費含む）、光熱水費、金券類購入費、

他団体への補助・寄附。 

 ポイントを利用して購入した場合、そのポイント分。 

 その他活動に関係が無いと市教委が認めるもの。 

（４） 注意点 

 同一経費を重複して申請することはできない。複数の団体で共有する物品の経

費は、代表して 1団体のみに計上すること。 

 他の補助金の交付を受けているものを計上することはできない。 

 

５ 領収書（レシート）について 

（１） 補助金の交付申請時に提出する領収書（レシート）について、以下のものは補助の対

象にできないため注意すること。 

① 領収書（レシート）のないもの。請求書・納品書は不可。 
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② 領収書に宛名がないもの。 

③ 宛名が団体名・代表者名以外（上様、代表者以外の個人名）のもの。 

④ 支払った経費の内容が領収書で確認できないもの。（但し書きに支払った経費

の内容を記載してもらうこと） 

⑤ 令和８年４月１日～令和９年２月２８日内の日付でないもの。 

（２） 私物などが混ざった領収書（レシート）について 

原則、補助対象経費のみでの領収書（レシート）を発行してもらうこと。 

ただし、すでに私物などと一緒に購入してしまったものについては、領収書（レシー

ト）のうち補助対象経費に蛍光マーカー等で印をつけ、補助対象経費のみで消費税

を計算し（小数点以下切り捨て）、余白に補助対象経費の税込み額を書き込むこと。

この際、領収書（レシート）に印字された数字・文字が読み取れなくなることか無いよ

う注意すること。 

（３） 団体名称が変更となった場合の取扱い 

伊丹市への登録事項の変更により、領収書（レシート）の宛名が変更前の名義・地域ク

ラブ名となっているものは、現在の登録地域クラブ名と代表者名を、該当領収書（レ

シート）に附記すること。 

（４） 謝礼について 

指導者謝礼を補助金経費とする場合、必ず領収書を発行し、指導者のサインをもらう

こと。 

 

６ その他必要書類 

（１） 登録地域クラブであることを証明する書類の写し 

登録時に市が発行した登録通知書等。 

（２） 振り込み先の金融機関の口座が確認できる通帳等の写し 

（３） 申請者の公的身分証明書の写し 

顔写真付きの証明書（マイナンバーカード・運転免許証等）は１点。 

顔写真の付いていない証明書（健康保険証等）は2点※うち、1点に住所の記載が

必要です。 

（４） （申請者名と口座名義が異なる場合）委任状 

 

７ 申請方法 

スマート申請システム。スマートフォンやパソコンからの申請が可能。 

申請をする前に、システムへの利用者登録が必要。 

→利用者登録方法は別紙を確認してください。 

申請フォームは令和８年８月１日よりアクセスができます。 
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【申請フォームURL】 

https://lgpos.task-

asp.net/cu/282073/ea/residents/procedures/apply/

c4412f92-264b-432b-a9fa-b5d33f140a21/start 

 

８ 交付までの流れ 

時期 登録地域クラブ 伊丹市 

令和８年４月～ 地域クラブ活動に必要な物品を調

達。 

 

令和８年８月～ 経費を取りまとめ、スマート申請シス

テムにて申請。 

 

申請月の翌月  申請内容について審査。必

要に応じてクラブに対し確

認を行う。 

 審査結果により交付・不交

付決定を行い、対象者へメ

ールで送付。 

交付・不交付決定通知書の受領。  

申請月の翌々月  補助金の交付。 

 

９ よくある質問 

分類 質問事項 回答 

経費 指導者用のヘルメット購入は対

象となるか。 

クラブとして購入したものは対象となり

ます（個人用の購入は対象外）。 

経費 指導者の研修費用は対象とな

るか。 

地域クラブに登録された方で、活動に必

要な資格取得の範囲で対象となります。

ただし、交通費や昼食代などは対象外で

す。 

経費 補助対象期間を超えたレンタル

料は対象となるか。 

補助対象期間分かつ支払い済みのもの

に限ります。補助対象期間を超えて契約

しているものに関しては、対象分を按分

（小数点以下切り捨て）して算出してくだ

さい。 

経費 領収書が発行できない場合ど

うすればよいか。 

原則として、領収書（レシート）の提出がな

い経費は補助対象とすることはできませ

ん。 

令和8 年8月 1日より申請受付スタート 
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経費 令和９年３月以降に受け取りの

備品について、令和９年２月に

支払った。経費として計上でき

るか。 

受け取りがまだであったとしても、補助

対象期間に支払いをしたものに関して

は、計上できます。ただし、受け取りをキ

ャンセルし払い戻しがあった場合は、市へ

必ず報告してください。必要に応じ補助

の取り消し・返還要求を行います。 

経費 

・ 

申請 

経費は補助対象経費の上限額

である２０万円を超えたとして

もすべて計上しなければならな

いのか。 

補助上限額まででも構いませんが、審査

の結果、補助対象外の経費が含まれてい

たとしても、追加することはできません。

多めに計上することが望ましいです。 

申請 購入が８月と１２月になる見込

みである。いつ申請したらよい

か。 

支払った経費についての補助となること

から、申請に計上しようとしているすべて

の支払いが完了した直近の申請期限まで

にまとめて申請してください（この場合、

8 月申請ではなく 12月申請となりま

す）。 

申請 申請をした後に追加で発生した

経費を追加で申請することはで

きるか。 

できません。 

申請 自身が別々のクラブでそれぞれ

の代表者を務めているが、別ク

ラブとして両方から申請するこ

とは可能か。 

可能です。ただし、経費を二重計上しない

よう注意してください。 

申請 令和９年３月から活動を始める

場合であっても、令和９年２月

末までに申請したらいいのか。 

ご認識のとおりです。 

申請 令和９年４月から活動を始める

が、令和９年２月末まで申請を

したら、補助対象経費の４分の

３以内の額が交付されるのか。 

令和９年２月末までの申請の対象は、あ

くまで令和８年度中に活動を開始する場

合に限ります。 

令和９年４月から活動を始める場合は、

令和９年４月以降に申請してください。た

だし、この場合対象となる経費は令和９

年４月１日～令和１０年２月２９日に支払

った経費となり、補助金の額も対象経費

の２分の１以内の額で１００，０００円が上

限となる点に注意してください。 
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申請 活動を開始する、とはどのよう

な状態を指すか。 

原則、会費の対象となる最初の活動月を

いいます。 

（例：令和９年４月分の会費を令和９年３

月に徴収する場合、活動開始月は令和９

年４月となります。） 

申請 申請は誰であってもできるか。 登録地域クラブの代表者または会計担当

者としてください。 

領収書 通信販売の場合、領収書はどう

すればよいか。 

領収書か、支払いが証明できる購入サイ

トと金額・内容が分かるスクリーンショッ

トで代用してください。 

その他 不明な点はどこに問い合わせを

したらよいか。 

市教育委員会に電話またはメールで問い

合わせください。 

 

以上 



１． 伊丹市オンライン申請ポータルの場所

以下のいずれかの方法により、アクセスしてください。

① URLよりアクセスする。

② 検索エンジンよりアクセスする。

インターネットの検索エンジンより「伊丹市オンライン申請ポータル」と検索する。

２． 利用者登録

① 「新規登録」をクリックする。

https://lgpos.task-asp.net/cu/282073/ea/residents/procedures/
apply/c4412f92-264b-432b-a9fa-b5d33f140a21/start

伊丹市オンライン申請ポータル利用者登録方法

Administrator
テキストボックス
別紙



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「事業者として登録する」 

をクリックする。 

 

③ 利用規約を確認し、「利用規約に

同意します」にチェックする。 

④ 「利用者の登録を開始する」 

をクリックする。 

⑥ 「登録する」をクリックする。 

⑤ 登録するメールアドレスを入力す

る。 



（メール受信例）

⑦ 「OK」をクリックする。

⑧ 登録したメールアドレスに

認証コードが送信されます。

⑩ 「認証コードを確認する」

をクリックする。

⑨ 認証コードを入力する。

sample@city.itami.lg.jp



⑭ 必要事項を入力し、

「入力内容を確認する」

をクリックする。

入力不要

Administrator
長方形

Administrator
テキストボックス

　⑪　地域クラブ名称を入力
　　　してください。

Administrator
線

Administrator
テキストボックス

　⑫　代表者または運営事務局の
　　　所在地

Administrator
線

Administrator
テキストボックス

　⑬　申請者名

Administrator
線



以上で利用者登録は完了です。

登録したメールアドレスに、登録完了のメールが届きますので、ご確認ください。

※迷惑メール対策設定をしている場合は、メールが届かない場合があります。

お手数ですが、「@city.itami.lg.jp」ドメインからのメールを受信できるように設定してください。

⑮ 入力内容を確認し、「登録する」

をクリックする。

⑯ 「OK」をクリックする。


